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いわき市未収債権回収業務 仕様書 

１  業務名称 

いわき市未収債権回収業務 

 

２  業務目的 

いわき市未収債権回収業務（以下「本業務」という。）は、いわき市（以下「本市」という。）にお

ける自主財源の確保及び市民負担の公平性の確保に向け、本市が有する未収債権の回収業務

について、専門的知識及び豊富な経験を有する民間事業者に委託することにより、未収債権に係

る滞納整理の取組みを強化し、更なる債権管理の適正化や未収債権の縮減を図ることを目的とす

る。 

 

３  業務期間 

契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４  業務履行場所 

⑴  いわき市役所 

⑵  受託者の事務所 

      本業務を行う受託者の事務所内の作業場所においては、業務従事者以外は入室できないよ

うにし、入退室及び鍵の管理については極めて厳格に行い、個人情報の漏えい等がない体制や

設備にすること。  

 

５  委託予定債権 

⑴  委託予定債権及び債権所管課等 

債権名称 債権所管課等 債権区分 
委託予定債権額 

（件数） 

生活保護費過年度分 

返納金 

保健福祉部 

保健福祉課 
非強制徴収公債権 

約 5,000,000 円 

（約 100 件） 

母子父子寡婦福祉 

資金貸付金 

こどもみらい部 

こども家庭課 
私債権 

約 22,800,000 円 

（約 60 件） 

市営住宅使用料等 
土木部 

住宅営繕課 
私債権 

約 17,000,000 円 

（約 50 件） 

学校給食納付金 

教育委員会事務局 

学校教育推進室 

学校支援課 

私債権 
約 12,600,000 円 

（約 160 件） 

※ 委託予定債権額（件数）は、令和 8 年 2 月 1 日時点のものであるため、変動する可能性があ

る。 

 ⑵  委託債権の範囲  

     債権所管課等において委託することが相当であると判断した債権とする。ただし、次のいずれ

かに該当する債権は除くこととし、契約後に該当することとなった場合も同様とする。 
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①  訴訟等の法的措置を実施している債権 

②  破産・免責となった債務者に係る債権 

③  分納継続中など、委託によらずに回収が見込まれる債権 

④  本市が自ら債権回収を行うと判断した債権 

⑤  その他委託することが適切でないと本市が判断した債権 

 ⑶  対象債権の追加、修正及び中止 

①  業務受託後、契約期間中に新たに発生する債権について、本市は、受託者の了承を得たう

えで、本業務の対象債権を追加できるものとする。 

②  本市は、受託者へ対象債権の情報を提供した後、その情報と異なる事実や新たな事実が発

覚した場合は、速やかに受託者に報告するものとする。 

③  受託者は、対象債権のうち、特定の債権について、本市から委託の中止の申出があった場

合は、これに応じるものとする。 

   ④  業務受託後、受託者が受託することが適当でないと判断した債権については、受託者は本

市に対し、速やかにその旨を報告して協議するとともに、受託しないこととなった場合は、当該

債権に係る関係書類一式を速やかに本市に返還し、または引き渡すものとする。ただし、本市

が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

 

６  業務内容 

⑴  受託通知業務 

債務者、保証人及び相続人（以下「債務者等」という。）に対し、本業務を受託した旨を通知

（以下「受託通知」という。）すること。なお、書面の内容については、事前に本市の承認を得ると

ともに、発送するときは、本市に連絡すること。 

⑵  催告業務 

未収金を回収するために債務者等に催告を行い、債務者等ごとに作成する管理簿に記録す

ること。催告の手段、手法については、受託者の提案内容によるものとする。 

⑶  納付相談業務 

①  原則として一括納付を前提とした納付相談を行うこと。 

②  債務者等から分割納付の申出があった場合は、原則として調査に関する同意書の提出を

求め、債務者等の納付資力を確認のうえ適切な分割納付を設定し、早期回収に努めること。

また、分割納付を誓約させ、その履行を監視すること。なお、債務者等から徴した調査に関する

同意書は、速やかに本市に提出すること。 

③  ②の分割納付の期間は、原則１年以内とするが、これを超える申出を受けた場合は、本市と

協議のうえ承認を得ること。 

④  納付相談の内容について、債務者等ごとに作成する管理簿に記録すること。 

⑷  未収金の収納・本市への払込業務等 

①  本業務専用の収納口座を開設し、収納業務を行うこと。 

②  収納した未収金について、本市への納入まで安全に保管すること。 

③  収納した未収金について、本市の指定する日で締め、本市の指定する金融機関口座に期

日を定めて納入すること。なお、その際の手数料は受託者負担とする。 

④  本業務の履行期間内に債務者等から直接本市へ納付があった場合は、本市からの連絡
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内容を管理簿に記録すること。 

⑤  委託期間終了後に未収金が回収された場合は、直ちに本市に報告の上、本市の指定する

金融機関口座に振り込むこと。なお、この場合における報酬（委託料）は支払わないものとす

る。 

⑸  経過記録業務 

債務者等ごとに管理簿を作成し、本市からの問い合わせに回答できるよう納付相談内容等を

記録すること。また、催告業務や納付相談業務の過程で、法的措置（訴訟提起や支払督促の申

立等）や債権放棄が相当と判断した場合は、その理由も記録し、本市に報告すること。 

⑹  報告業務 

①  月次報告 

受託者が直接回収した未収金及び本市から入金連絡のあった未収金については、回収実

績報告書（任意）を月毎に作成し、翌月 10 日（ただし、10 日が閉庁日の場合は翌開庁日）

まで報告すること。なお、回収実績報告書には、債務者等の氏名のほか、債権名称、回収額及

び回収日を記載すること。 

②  随時報告 

次に掲げる事項が生じた場合は、その内容を債務者等ごとに作成する管理簿に記載し、随

時本市に報告すること。 

ア  債務者等とのトラブル、苦情等が生じた場合 

イ  債務者が時効を援用し、債権が消滅した場合 

ウ  訴訟等の法的措置が相当であると判断した場合 

エ  いわき市債権管理条例に基づき、債権放棄相当と判断した場合 

オ  債務者等が死亡し、または死亡していたことが判明した場合 

カ  債務者等の法定相続人が、相続放棄または限定承認をした場合 

キ  受託者が回収不能と判断した場合 

ク  その他本市に報告すべき事項が生じた場合 

 

７  委託料の支払い等 

⑴  委託料は、成功報酬制とし、その月に受託者が回収した未収金の金額及び債務者等から直

接本市へ納付された未収金の金額に成功報酬率を乗じ、１円未満の端数があるときはこれを切

り捨てて算出した額に、消費税及び地方消費税を加えた金額（１円未満の端数があるときはこ

れを切り捨てた金額）を月毎に支払うものとする。 

⑵  本市は、上記⑴の委託料を、受託者から正当な請求書を受領した日から、30 日以内に受託

者の指定する金融機関の口座へ振り込むこととする。 

⑶  本業務の履行期間内において、受託通知の送付が完了した未収金が債務者等から本市へ

直接支払われた場合、その金額は全て受託者の成果とする。 

⑷  本業務に要する費用は、全て受託者の負担とする。 

 

８  関係法令等の遵守 

⑴  受託者は、本業務に関係する法令及び本市例規等を遵守するとともに、本仕様書及び本市

の指示するところに従い、信義を守り誠実に業務を履行するものとする。 



4 

 

⑵  受託者は、債務者等に架電し、文書発送し、または面談等をする場合は、債務者等に対し、本

市から業務委託を受けて行うものであることを告げなければならない。 

 

９  個人情報の提供 

⑴  本市は、受託者が本業務を行うために必要な情報を提供するものとする。 

⑵  本業務を行うために必要な情報として提供する個人情報は、原則として債務者等の住所、氏

名（漢字・カナ）、性別、生年月日、債権名、未収金額、収納履歴、本市が把握している電話番号

及び過去の交渉経過記録とする。なお、その他本市が保持している個人情報で本業務の履行に

必要な事項については、本市と受託者で協議のうえ提供するものとする。 

⑶  個人情報の受渡しについては、本市が指定した日時、場所及び方法で行うものとする。 

 

10 個人情報の取扱い  

受託者は、別記「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報を適正に取り扱わなければなら

ない。 

 

１１ 業務体制 

⑴  受託者は、本業務を円滑かつ確実に履行できる業務体制を組織し、業務を遂行するうえで必

要な経験、知見及び資格等を有した人員を配置するものとする。 

⑵  受託者は、本市との円滑な連絡調整や情報提供等の連携を図るとともに、必要に応じて助

言・提案を行うなど、双方が協力して未収金の縮減に取り組む体制を構築するものとする。 

 

12 再委託 

⑴  受託者は、本市から受託した本業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面

により本市の承諾を得たときは、この限りでない。 

⑵  受託者は、本市に対して、再委託先が業務を履行するにあたり行った全ての行為及びその結

果について、責任を負うものとする。 

⑶  再委託先が再委託業務の履行において、本市に損害が発生した場合、受託者はその損害を

賠償しなければならない。 

 

13 契約終了後の措置 

⑴  委託期間終了日をもって、分納履行中の債権を含めた全債権を本市に引き継ぐこと。 

⑵  本業務における債務者等との交渉経過記録及び債務者等から知り得た情報は、全て本市に

無償で提供するとともに、経過記録及び情報に関する本市からの問い合わせに対し、契約期間

終了後においても誠実に対応すること。 

⑶  受託者は、本業務を遂行するために、本市から引き渡された、または受託者自らが収集し、も

しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後直ちに本市に返還し、または引き渡

すものとする。ただし、本市が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

 

14 その他 

本仕様書に定めのない事項及び仕様書の解釈に疑義が生じたときは、本市、受託者双方協議

のうえ定めるものとする。 
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別記 個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受託者は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報を適正に取扱わなければな

らない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。 

（使用者への周知） 

第３ 受託者は、この契約による事務に従事する者に対し、その事務に従事する期間及びその期間の

経過後においても、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は

不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなけれ

ばならない。 

（個人情報取扱責任者の設置） 

第４ 受託者は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報を適正に取扱うため、事務に

従事する者への教育等をする者として個人情報取扱責任者を置かなければならない。 

（収集の制限） 

第５ 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確

にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければな

らない。 

（目的外使用等の禁止） 

第６ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の処理以外の目的に使

用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ本市の指示又は承諾があったときは、

この限りでない。 

（適正な管理） 

第７ 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他

の個人情報の安全確保の措置を講じなければならない。 

（複写等の禁止） 

第８ 受託者は、この契約による事務を処理するために本市から引渡しを受けた個人情報が記録さ

れた資料等を複写し、複製し、又は持ち出してはならない。ただし、あらかじめ本市の指示又は承諾

があったときは、この限りでない。 

（作業場所の指定） 

第９ 受託者は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報を適正に取扱うため、本市の

指定する場所で行わなければならない。ただし、あらかじめ本市の指示又は承諾があったときは、

この限りでない。 
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（再委託の禁止） 

第10 受託者は、この契約による個人情報の処理は自ら行うものとし、第三者にその処理を委託して

はならない。ただし、あらかじめ本市の承諾を得たときは、この限りでない。 

（権利の譲渡の禁止） 

第11 受託者は、この契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は

権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ本市の承諾を得たときは、この限りでない。 

（検査・監査を受ける義務） 

第12 本市は、個人情報の管理状況等について、必要と認めるときは随時に検査・監査を実施するこ

とができる。受託者は合理的事由がある場合を除き、本市又は本市が指定した者の検査・監査を

受けなければならない。この義務は本契約を再委託した場合における、再委託先に対する検査・監

査についても同様とする。 

（資料等の返還） 

第13 受託者は、この契約による事務を処理するために本市から引渡しを受け、又は受託者が収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ち

に本市に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、本市が別に指示したときは、当該指示し

た方法により処理するものとする。 

（事故発生時の報告） 

第14 受託者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあること

を知ったときは、直ちに本市に報告して適切な措置をとるとともに、遅滞なく書面をもって本市に報

告しなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（取扱要領等の作成） 

第15 受託者は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに関する要領等を

作成し、本市に報告しなければならない。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第16 本市は、受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約を解除し、

当該解除により生じた損害について損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

 


